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資料３ 
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建物が新しくていいな！ 

 

安全な場所かな？ 
仕事をしやすいところかな？ 
機能は充実しているかな？
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総合的判断 家（仕事場）を移るときに、普通に考えること 



 

 

 

 

       豊洲市場の建物の構造安全性 

            （第2回ＰＴ） 
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１．基本的考え方 

●市場PTでは、建築基準法適用の前提となる考え方について、整理をする。法令の
適用については、行政当局の判断である。 

 

２．6街区の建物の防水押さえコンクリートの厚さが、提出された構造計算書（10
㎜）と設計図及び実際の工事（150㎜）と異なっていたことについて 

●本件は、申請者による構造計算書の誤りであり、審査機関もその審査に当たって見
落としをしたものである。よって、是正が必要であることに異論はなかった。 

●東京都の建築基準法当局では、この記載の訂正を確認の上、2016年12月に「検
査済み証」を発出した。 

 

  

●本件は、株式会社アトリエ・ラ・クレ（高野氏）の指摘で、10㎜・150㎜の誤りが発見
され、訂正することができた。ご指摘に感謝する。 
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３．床用積載荷重700ｋｇ／㎡の設定について 
 

●市場としての床用積載荷重は、市場の利用方法に規定される。 

●利用方法が異なれば、それに対応した床用積載荷重が設定される。 

 

●日建設計が想定した利用がなされるならば、 

 ※床用積載荷重700ｋｇ／㎡は適切。 

 ※業者の方々が心配されている「床が抜ける」ということはない。 

●床用積載荷重を700ｋｇ／㎡の検証は、 

 ※ターレの使用を基本として荷重を算出したもの。 

 ※なお、「フォークリフトも使えるように考えている」と説明されている。 
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４．地下ピット（基礎ピット）部の耐震設計上の評価について  
 

１）日建設計の考え方について 

●日建設計の考え方は、委託を受けた設計事務所の判断に任されている範囲内である。 

●建築基準法では、そのような考え方で設計することが許容されていると判断した。 

●東京都の建築基準法所管部局は、「検査済み証」を発出した。 

 

（２）高野氏の考え方について 

●高野氏の考え方も、高野氏が委託を受けた場合にはありうるものであり、誤りであるという根拠は
ない。 

●ただし、建築基準法の所管部局は、具体的な事例に即して判断するので、仮定のケースにつ
いては、判断をしていない。 

 

（３）専門家としての議論 

●専門家としてどの方法が妥当かという議論はありうるところ。 

●高野氏の専門家としてのご意見は、市場問題ＰＴのＨＰに掲載するので参照されたい。 
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     豊洲市場・築地市場の交通アクセス 

            （第３回ＰＴ） 
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市場のお客さん・買出人の視点からの豊洲市場の利便性 
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買い出し人： 魚屋さんなどの小売商や寿司屋・飲食店など、自分の店で売る商品や料理
の材料を市場内にある仲卸業者の店に仕入れにくる人。 
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豊洲市場の 
交通アクセス 



6街区入り口ヘアピンカーブ・道路渋滞 
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築地市場のアクセス 
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        豊洲市場と築地市場の 

       コールドチェーン・品質管理 

            （第４回ＰＴ） 
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卸売市場整備基本方針（第10次） 農林水産省 平成２８年１月 

15 
卸売市場の更なる機能・役割の強化に向けて（平成28年3月農林水産省）より 
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卸売市場の更なる機能・役割の強化に向けて（平成28年3月農林水産省）より 
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卸売市場の更なる機能・役割の強化に向けて（平成28年3月農林水産省）より 
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卸売市場の更なる機能・役割の強化に向けて（平成28年3月農林水産省）より 
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卸売市場の更なる機能・役割の強化に向けて（平成28年3月農林水産省）より 



豊洲市場の温度管理・コールドチェーン化の条件整備 
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●コールド
チェーン化 
（既存市場） 
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卸売市場でコールドチェーンを導入する際の留意事項 
●コスト管理など「卸売市場での経営戦略の確立」との整合性      

卸売市場コールドチェーン導入の手引 平成２５年３月食品チェーン研究協議会 
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第1回食品衛生管理の国際標準化に関する検討会（平成28年3月7日）資料より
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000125547.pdf 23 

品質管理 HACCP 



HACCPは、食品安全を確実にするための仕組みとして有効に機能 
ISO 22000は、より広い対象範囲をカバーする総合的な食品安全対策 
ISO 22000及びFSSC 22000は、より汎用的な国際的規格 

24 
第1回食品衛生管理の国際標準化に関する検討会（平成28年3月7日）資料より 
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第1回食品衛生管理の国際標準化に関する検討会（平成28年3月7日）資料より 

第一水産株式会社の築地市場での 
FSSC22000取得（平成29年3月25日記者発表） 



          

 

          市場経営の持続性 

            （第5回ＰＴ） 
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安全・安心の経済的価値 ： 契約における瑕疵担保責任  

●安全だけでなく、安心は土地の価格にも反映する「価値」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政法規
上の安全
対策費用 

民事上の安全
対策費用 
※行政法規を
守っているだけ
では不十分な
場合がある。 

嫌悪感を
払拭する
安心の対
策費用 

土壌汚染対策費用860億円 
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ＤＯＷＡエコジャーナルＨＰより 



 豊洲市場整備の過去の支出が、今後の市場会計に影響する 

手持ち資金の減少 
①保有資金の取り崩し 
②築地売却資金の充当 

市場会計の破たん 

建設費用の2倍以上
（6000億円以上）のＬＣＣ 

高価格の用
地売買契約
と瑕疵担保
責任放棄 
 
高価格の建
設費用と不
適切な入札 

28  ※通常、地震や事故による補修費用はライフサイクルコストに算入しない。 

「安心できる建物を作るために」（日本建築構造技術者協会ＪＳＣＡ）より 



市場会計の実力 
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総収益180億円の市場が、豊洲市場に5884億円を投資。 

30 



豊洲市場開場後の管理費の比較の素材 
●豊洲市場と築地市場の管理費の比較 （平年度ベース） 

   ※豊洲市場の管理費を豊洲の業者と市場会計とで、どう費用を分担できるか。 

 

 

 

   ※平年度ベースの増分約61億円。10年で約610億円、20年で約1220億円、30年で1830億円の増 

●豊洲開場前（未使用管理費）込みの比較 （1年間～２年間程度） 

   ※豊洲開場前 34億747万円＋α 

    ＊開場前の豊洲市場の管理費 

      18億3595万円＝503万円/日×365日 （503万円/日は減額余地あり） 

    ＊築地の管理費15億7152万円  ＊補償費用 α円 

   ※豊洲開場後  76億5814万円 （42億5067万円の増－α円）  
 

＜参考＞2016年１１月７日移転の場合 

  ※（「地下ピットの盛土・地下水」）「地下水モニタリングの環境基準値越え」で営業不能の可能性 

  ※その場合の損失は、月平均441億円（築地市場の取扱高５２９１億円H28年版築地市場概要）が基準 

 

 

築地市場 豊洲市場 増分 

15億7152万円 76億5814万円 60億8662万円 
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豊洲開場により、都議会提出市場予算・決算は恒常的赤字に。 
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試算の主な前提条件 
 
①豊洲市場開場 
  平成30年度 
②売上高使用料収入 
  5年ごと3％減少 
③各売り場の整備・改修費 
  年50億円（現在と同じ） 
④企業債 
  借り換え無し 
⑤築地市場の売却収入 
  4,386億円 
  （環状2号線単価基準） 
⑥築地市場売却収入繰入時期 
  平成32年度売却、 
  平成32～36年度の5年間  
  で均等割特別利益に計上 
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豊洲市場の60年 どうなっているか？ 
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毎年、約１５０億円の損失が累積 
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豊洲市場の60年 設備更新時期ごとに多額の支出？ 

設備更新 設備更新 設備更新 設備更新 



豊洲市場開場後のキャッシュフローと大規模修繕 

●減価償却（大規模修繕・改修、建替などのための内部留保） 

 ※豊洲市場の減価償却対象の建物・設備は、約３０５０億円。 

  ※設備更新は不可欠 

  ＊設備の割合を１/3して、約1000億円とする。 

  ＊設備更新を15年としたうえで、そのうちの20％だけを更新すると計算すると、15年ごとに200 

   億円のキャッシュが必要となる。 

 

●キャッシュフロー（手持資金） 

 ※キャッシュフローは、築地市場の「有償所管換え」でいくら計上するかにかかっている。 

  ＊東京都財産価格審議会に諮問しない。⇒「お手盛り」になるおそれ。これは実質的税金投入。 

  ＊豊洲は、単独ではキャッシュフローベースで約30億円の赤字。 

 ※築地市場の「有償所管換金額」が4,386億円ではなく、3000億円台の場合、大規模修繕金 

  額を見込んだ場合、開場後20年間を経ずして、市場会計は資金ショートする可能性がある。 
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＜解決策＞ 豊洲開場後の市場会計破綻を回避する方策 

１．使用料収入を上げる。 
 ●現在、11市場からの使用料収入は、110億円。2倍して使用料収入を220億円（＋110億円）にする。 

  ※豊洲の赤字を支えるため、他の市場の使用料も上がる。 

  ※豊洲市場だけ使用料を上げて約１１０億円の増収を図ると、豊洲の業者の経営が成り立たなくなる。 

 

２．「たこ足生活」で対応する。 
 ●現在11ある市場を、順次売却し、その収益を市場会計に繰り入れて、赤字を賄う。 

  ※市場用途廃止により用地は行政財産でなくなる。普通財産は都民の財産で、市場の財産ではない。 

 

３．税金を投入する。 
 （１）減価償却分≒大規模改修などの設備費用（約3050億円）は税金で賄う。 

    ⇒ 減価償却を除いた経常損益がプラスであることが条件。市場規模が縮小の中で、可能か？ 

 （２）減価償却分＋豊洲建設費の不足分（築地市場の売却益4,386億円は過大？）は、税金で賄う。 

 （３）市場の赤字は、全て税金で賄う。 

41 



          

 

       築地市場の補修・リノベーション 

            （第６回ＰＴ） 
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頓挫した現在地再整備とは、どういうものだったか？ 
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築地再整備はなぜ頓挫したか。再整備の条件は何だったか？ 

１．過大な市場整備規模  

  ⇒取扱量が増加すると予測。（敷地40ｈａは、過大） 

  ※現状、少子高齢化・水産物の需要の減少傾向を勘案した適正規模に。 

 

２．業者間の互譲の合意の欠如 （「種地」の確保） 

  ⇒ローリング回数増がもたらす工費の膨張（3400億円）、工事期間の長期化（20年）。 

  ※現状は、取扱量が30％減少。 

  ※「種地」の確保＝「業者間の互譲の合意」が最低限のローリング回数につながる。  

 

３．当時の未熟な建築技術 

  ※現状では、営業しつつ改修する事例は、積み重ねられている。 

  ※現状では、アスベスト対策工事の事例も、積み重ねられている。 
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現在の築地市場は「狭い」か？ 
築地市場の何が支障か？ 

●敷地面積は、約1.7倍 
※敷地面積40haが、豊洲移転への決め手 

※豊洲移転が先にあって、40haという条件
が設定された？ 

 

●駐車台数は、約1.1倍 

 

●建物延床面積は、約1.8倍 

 

●しかし、 

業者から使用料を徴収する面積は、
築地市場と豊洲市場では、大きく変
化はない。 
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築地市場は「古い」・「危ない」か。18年間の大規模改修の懈怠 

●これまでの補修で、アスベスト対策、耐震工事、できるところは実施。 

●仲卸の4年に1度の配置換え（改修機会）が12年間なされていない。 

●築地補修の予算は、約3億円。これに、「すぐやる課」的な直営補修がある。 
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築地市場補修の予算 築地市場直営補修件数 



 耐震工事 （耐震診断実施施設 １６棟）  
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② 改修工事により耐震性が確保された施設 ５棟 ①十分な耐震性が確保されていない施設 
  ６棟 工事が必要 
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③耐震性が確保されていた施設 5棟 



仮設建築物の法令上の適正化・改修に際しての撤去 

49 



改修工事実施の留意点 アスベスト残存・封じ込め施設 

アスベスト残存・封じ込め箇所  アスベスト除去工事を完了した施設 
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築地市場の地歴調査・土壌汚染調査 

建設局の地歴調査 環境確保条例施行後の工事箇所 

51 



 
 
●築地市場の 
※耐震工事 
※アスベスト除去 
※違法建築解消の 
工事計画概念図（案） 
 
●設計1年・工期6年 
 
●工事費用 
 500億円 
 （改修工事のみ）  
 ～800億円 
 (工事に合わせて、衛生管理、 
  コールドチェーン化などのグ 
  レードアップ） 
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＜解決策＞ 
 
築地市場改修 
 （現時点での一つの案） 
 
※１階は市場、２階は駐車場 
 
※関係者の協力が不可欠 
 



１．種地を作る 
 
①市場内の食堂を
「築地魚河岸」（中央
区施設）に移設 
 
②加工場を、勝どき
門付近に集約 
 （おさかな普及セン
ター・厚生会館・第2
卸売市場を取り壊し）  
 
③各事務所は、仮設
構台に事務所棟を建
設・集約（1階は駐車
場） 



２．移設・解体 
①茶屋を種地に移動
する 
 
②築地川沿いに仮設
を作り、青果部第2別
館を移設・解体 
 
青果部事務所は、事
務所棟に移動。青果
部別館2も解体 



３．耐震工事
と機能向上 
 
①仲卸Part1を茶屋
部分に移設・耐震
＆機能向上工事 
 
②青果部拡張工事
を実施（青果部本
館など改修工事を
含む） 



４．耐震工事
と機能向上 
 
仲卸Part２及び卸の耐
震工事部分を改築後
の仲卸Part１に移設、 
 
耐震＆機能向上工事 



５．卸の機
能向上・荷
捌き場設置 
 
①水産物部の機
能強化、水産物
部の仮設の撤去・
集約化 
 
②必要な道路補
修、電気配線、
排水施設、塗装
の確認・補修 
 
③築地市場の中
央部に、荷捌き
場を設置 



６．道路用地の確保
と市場境界の確定 
 
①環状２号線の敷地境界
の確定 
１）新大橋通りとの接続なし 
２）歴史的建造物を避ける 
 
②収益向上機能 
（民間経営的手法導入） 
 
１）隅田川沿いにレストラン 
２）新大橋通り沿いにオフィス 
３）築地川沿いにプロム
ナード・カフェを設置等 



 

 

      

       市場問題ＰＴの 

     スケジュールと今後の課題 

 

    

59 



豊洲市場総合的な判断の工程表（2016年11月18日記者会見） 

 

60 
専門家会議が約２ヵ月遅れ 



61 



62 



63 



 土壌汚染対策の安全（土壌汚染対策法の構造）   

①環境省令で定める基準を超える特定有害物質による土壌汚染がある 

②ⅰ）汚染土壌の影響による地  
   下水の飲用による間接摂取 
 ⅱ）汚染土壌の経口摂取（直接 
   摂取）がある。 

環境省令で定める基準を
超える特定有害物質による
土壌汚染がない。 

●法令上安全ではない。 
 
「要措置区域」 
 
＝健康被害のおそれのある区域 
 

 
●法令上安全である。 
  
 土壌汚染のない土地 
 
 

●法令上安全である。 
 
 
「形質変更時要届出区域」 
 
＝健康被害のおそれのない区域 
  
 

 

 安心 
 

ベンゼン環境基準の4万3000倍、シアン環境基準の930倍 

ⅰ）地下水を飲まない 
ⅱ）汚染土壌に直接触れない 

64 

※人が汚染土壌に直接触れない状態にある 



 
 安全は、法律的・科学的根拠に基づく課題 
 
●「健康被害のおそれがある」と行政府・立法府が判断すれば、行政措置または立法
を行い、健康被害を防止する措置を講じる。 

 ⇒ 法律で禁止されていない以上「安全」、企業活動は自由。 

      企業活動の規制には、健康被害のおそれに関する「明白な科学的根拠」が必要。 

 ⇒ だから、高度経済成長期には、甚大な公害健康被害が発生した。 

 

●法律による環境規制さえ遵守していれば、民事上の損害賠償責任（不法行為責任）
は生じないか。 

 ⇒ 四日市公害訴訟判決。不法行為責任は生じる。そもそも「立地上の過失」がある。 

 

●公害規制は、徐々に強化されてきた。 

 ⇒法律上の安全（≒自由な企業活動）は、法令がどのような規制を行うかによって、 

  変化する。 
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安全の科学は、行政の判断・法令の規制とともにある。 

●水俣病 

※水俣病の原因は、チッソの細川一医師の「猫400号実験」や熊大研究班の研究でほぼ分かっていた。 

※「水俣病の原因が、有機水銀である」としたのは、科学ではなく、「昭和43年９月26日、厚生省及び科学
技術庁は、政府統一見解」と、それに続く立法措置であった。 

 

●化学物質過敏症 「杉並病」事件 

※化学物質過敏症は、個人によって化学物質への反応の差が大きく、自覚症状はあっても、心因性や原
因不明などとされていた。 

※2002年、公害等調整委員会により、不燃ごみ中継施設「杉並中継所」の操業に伴って排出された化学
物質が原因と裁定。  

 

●土壌汚染に起因する有害物質の気化経路による暴露 

※土壌汚染に起因する有害物質の暴露経路の一つである、大気中へ揮散した物質の吸入については、汚
染土壌に起因する大気汚染の事例の報告がないこと、汚染土壌の上の大人の鼻や口の高さに相当する
1.5ｍの高さで大気環境基準を超過するレベルの大気汚染を引き起こす汚染土壌は土壌溶出量基準も超
過する可能性が高いこと等から、当該暴露経路は考慮しないこととされた（中央環境審議会答申） 
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安全と安心  安全の科学と消費者の選択 

有害物質含有 
水質基準値10倍 

有害物質を含んでいますが 
水質基準値以下です。 

 

 有害物質を含んでいません。 
 
 ※無害化された安全な状態 
 
 

 
遺伝子組替大豆を
使用しています 
 

 
遺伝子組替大豆を
使用していません 
 

 

                        法律と科学の領域    
  
  ●法令上安全ではない                   ●法令上安全である 
 

 

 安心 
 

 
有名企業のブランド品 
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健康被害のおそれがあるという
判断をしていれば、法律で規制。 



＜平成22年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議＞ 

 「2 土壌汚染対策について、効果確認実験結果を科学的に検証し有効性を
確認するとともに、継続的にオープンな形で検証し、無害化された安全な状態
での開場を可能とすること。」 

 

＜平成23年（2011年）2月23日 ： 平成23年予算特別委員会答弁＞ 

〇岡田中央卸売市場長： 

 汚染土壌が無害化された安全な状態とは、 

 ①技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行うことで 

 ②操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され、土壌はもちろん、 

 ③地下水中の汚染も環境基準以下になることであると考えてございます。 

豊洲市場の土壌汚染対策 「無害化された安全な状態」 
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● 汚染土壌が無害化された安全な状態とは、 

 ①技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行うこと 

   ⇒技術会議が提案した建物下の「盛土」は、なされていなかった。 

   ※しかし、何らかの対策を検討中（３月の専門家会議で紹介）。  

  

 ②操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され、土壌はもちろん、 

   ⇒操業由来の汚染物質は、すべて除去・浄化することはできなかった。  

   ※しかし、かなりの汚染土壌は除去した。余り残存していないのではないか。 

  

 ③地下水中の汚染も環境基準以下になることであると考えてございます。 

   ⇒地下水中の汚染も、すべて環境基準以下にすることはできなかった。 

   ※しかし、地下水の有害物質濃度が低下して、将来的に環境基準を達成する可能性はある。 

 

●「無害化された安全な状態」は達成されていない。しかし、専門家会議で対策を検討中。 

 

 

 

豊洲市場の土壌汚染対策 「無害化された安全な状態」の現状の確認 
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東京都が行ってきた土壌汚染対策 （法令上は当初から安全） 

①環境省令で定める基準を超える特定有害物質による土壌汚染がある 

②ⅰ）汚染土壌の影響による地  
   下水の飲用による間接摂取 
 ⅱ）汚染土壌の経口摂取（直接 
   摂取）がある。 

環境省令で定める基準を
超える特定有害物質による
土壌汚染がない。 

●法令上安全ではない。 
 
「要措置区域」 
＝健康被害のおそれのある区域 
 

●法令上安全である。 
  
 土壌汚染のない土地 
 
 

●法令上安全である。 
 
「形質変更時要届出
区域」 
 
＝健康被害のおそれ
のない区域 
  
  
  

 安心 
 

30ｍ×30ｍ⇒10ｍ×10ｍ 

土壌汚染に起因する有害物質の暴露
経路の一つである、大気中へ揮散した
物質の吸入、生鮮食品への付着 

区域指定解除のための対策と、効果確認の2年間地下水モニタリング（環境基準） 

東京都が行ってきた土壌汚染対策の目標 
①区域指定の解除 
②操業由来の汚染土壌の除去 
③地下水の環境基準達成 
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土壌汚染対策費用860億円 


